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１ 目的 

   本件業務は、独立行政法人国立高等専門学校機構本部（以下、「機構」という。）における

通勤手当支給等にかかる業務の合理化を図り、機構担当職員の負担軽減及び事務の簡素化・

効率化を図ることを主な目的とする。 

 

２ 受注者の要件 

(1) 業務実施主体に関わる要件 

①  プライバシーマークまたは ISO27001 の認定を受けていること。 

②  過去５年のうち、他の法人等（算定対象人員規模 1,000 名程度）の、通勤経路確定、通

勤手当算定業務及び広域異動手当等算定業務を実施した受託実績を有すること。 

(2)業務実施体制に関わる要件 

① 機構との連絡調整、作業従事者への指示命令を行い、業務を総括する管理者を配置する

こと。 

② 業務を実施するために必要な人員確保がなされていること。(業務体制図) 

３ 請負期間 

  平成２３年１２月１日～平成２５年１１月３０日まで 

 

４ 業務内容 

(1) 機構教職員給与規則、人事院規則、給与法及び関係通達等（以下、「機構教職員給与規則

等」という。）に則り手当算定業務を行う。 

(2) 手当算定業務 

   ① 通勤経路確定及び通勤手当算定業務 

(a)  対象業務 

対象とする業務は、各国立高等専門学校及び独立行政法人国立高等専門学校機

構本部（以下、「各高専等」という。）の教職員から届出された通勤届についての

経路等の確定、月例の給与における通勤手当支給額の算定とそれに伴う帳票・デ

ータの作成に関する業務及びこれに関わる各高専等からの照会に対する対応業務

とする。 

なお、通勤経路確定及び通勤手当算定業務の実施に当たっては、機構教職員給

与規則等を遵守し、これに従うこと。 

(b) 業務の概要 

通勤経路確定及び通勤手当算定業務の概要は、以下のとおりとする。 

ⅰ 各高専等から送付された通勤届の受領・確認（毎月 15 日頃～20 日（20 日が

土日祝日等の場合は、翌業務日）） 

各高専等から送付された通勤届を受領し、記載事項等の不備について内容を

確認する。 

ⅱ 通勤届に記載された届出経路についての合理性の判定 

通勤届に記載された届出経路について、機構教職員給与規則等に基づいた経

路となっているか判定する。(自動車等の場合には、その使用した区間距離
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について算定) 

ⅲ 不備内容等についての各高専等への照会 

ⅰ及びⅱにおいて記載内容または届出経路についての不備等が発見された

場合には、各高専等への照会を行い、再度、届出経路についての合理性の判

定を行う。 

ⅳ 上記判定結果に基づく通勤手当額の算定 

ⅱで判定された通勤経路及び機構教職員給与規則等に基づいて、通勤手当を

算定する。    

ⅴ  自動車等を使用した際の算定経路図の作成 

通勤手当支給対象区間のうち、自動車等を使用するとして算定された区間の

算定経路図を作成し、定められた納期限までに機構へ提出するとともに、各

高専にも同様の算定経路図を送付する。 

ⅵ 通勤手当額算定結果についての各高専等への連絡 

ⅳで算定された結果について、機構への納品前に各高専等へ通勤手当額算定

結果の通知を行う。 

ⅶ 通勤手当額算定結果についての各高専等からの照会対応 

ⅵの通知後以降に、各高専等から算定結果について照会があった場合、照会

内容についての事実確認を行うとともに、各高専等への回答等、必要な対応

を行う。 

ⅷ 通勤手当支給台帳の作成 

ⅳで算定された結果に基づいて、高専等毎に通勤手当支給台帳を作成する。 

ⅸ 通勤手当支給データの作成 

ⅳで算定された結果に基づいて、人事給与システムへの接続を行なうための

データを作成する。 

ⅹ 通勤届への通勤手当額算定結果の記載 

届出された通勤届へ通勤手当額算定結果を記載する。 

ⅺ 通勤手当支給台帳、通勤手当支給データ及び通勤届の機構への提出 

ⅷ、ⅸ、ⅹで作成された通勤手当支給台帳、通勤手当支給データ及び通勤届

について、定められた納期限までに機構へ提出する。 

 

 (c) 照会内容実績（H22 年） 

算定業者から各高専等への問い合わせ内容・件数 

○事実発生日、転居年月日、届出(提出)年月日などの日付未記入・・・４０件 

○通勤方法、交通用具、バス利用区間など必要事項未記入・・・・・・５０件 

○個人番号の記入誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５件 

○精算対象者等の従前認定簿請求、算定経路変更依頼の具体的な地図等 

の送付依頼など、資料請求・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５件 

○有料道路、新幹線利用対象者になりうる者（人事異動者）か否かなど 

、通勤手当の特例支給対象者の確認・・・・・・・・・・・・・・・２０件 
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各高専等から算定業者への問い合わせ内容・件数 

○認定経路・距離について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５件 

○従前の認定、宿舎など同一場所からの算定距離の相違について・・・２０件 

 

② 広域異動手当算定業務 

(a)  対象業務 

対象とする業務は、各高専等の担当者から届出された広域異動手当支給調書に

ついての算定の基礎となる異動距離及び手当支給率の算定とそれに伴う帳票・デ

ータの作成に関する業務とする。 

なお、広域異動手当算定業務の実施に当たっては、機構教職員給与規則等を遵

守し、これに従うこと。 

 

 (b) 業務の概要 

広域異動手当算定業務の概要は、以下のとおりとする。 

ⅰ 各高専等から送付された広域異動手当支給調書の受領・確認（毎月 15 日頃

～20 日（20 日が土日祝日等の場合は、翌業務日）） 

各高専等から送付された広域異動手当支給調書を受領し、記載事項等の不備

について内容を確認する。 

ⅱ 広域異動に伴う要件確認及び異動距離の算定 

届出された広域異動手当支給調書に基づいて、要件確認及び異動前勤務地か

ら異動後勤務地までの異動距離を算定する。 

なお、勤務地には各高専等の他、全国、他の国立大学等を含む。 

ⅲ 不備内容についての各高専等への照会 

ⅰ及びⅱにおいて記載内容または届出経路についての不備等が発見された

場合には、各高専等への照会を行い、再度、異動距離の算定を行う。 

ⅳ 上記算定結果に基づく手当支給率の算定 

ⅱの異動距離に基づき手当支給率を算定する。 

ⅴ 広域異動手当支給率算定結果についての各高専等への連絡 

ⅳで算定された結果について、機構への納品前に各高専等へ広域異動手当支

給率算定結果の通知を行う。 

ⅵ 広域異動手当支給率算定結果についての各高専等からの照会対応 

ⅴの通知後以降に、各高専等から算定結果について照会があった場合、照会

内容についての事実確認を行うとともに、各高専等への回答等、必要な対応

を行う。 

ⅶ 広域異動手当支給台帳の作成 

ⅳで算定された結果に基づいて、高専等毎に広域異動手当支給台帳を作成す

る。 

ⅷ 広域異動手当支給調書への広域異動手当率算定結果の記載 

届出された広域異動手当支給調書へ広域異動手当率算定結果を記載する。 
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ⅸ 広域異動手当支給台帳等の機構への提出 

ⅶ、ⅷで作成された広域異動手当支給台帳及び広域異動手当支給調書につい

て、定められた納期限までに機構へ提出する。 

(c) 照会内容実績（H22 年） 

各高専等から算定業者への問い合わせ件数・・・・・・・・・・・・・・・１件 

 

③ 単身赴任手当算定業務 

(a)  対象業務 

対象とする業務は、教職員から届出された単身赴任届についての異動前勤務地

又は住居から異動後勤務地又は住居までの距離及び手当支給額の算定とそれに

伴う帳票・データの作成に関する業務とする。 

なお、単身赴任手当算定業務の実施に当たっては、機構教職員給与規則等を遵

守し、これに従うこと。 

 (b) 業務の概要 

単身赴任手当算定業務の概要は、以下のとおりとする。 

ⅰ 各高専等から送付された単身赴任届の受領・確認（毎月 15 日頃～20 日（20

日が土日祝日等の場合は、翌業務日）） 

各高専等から送付された単身赴任届を受領し、記載事項等の不備について

内容を確認する。 

ⅱ 単身赴任に伴う手当算定の基礎となる異動前後の勤務地間等の距離の算定 

届出された単身赴任届に基づいて、配偶者の住居から異動後勤務地までの

距離及び配偶者の住居から職員の住居までの距離を算定する。 

なお、勤務地には各高専等の他、全国、他の国立大学等を含む。 

ⅲ 不備内容についての各高専等への照会 

ⅰ及びⅱにおいて記載内容または届出経路についての不備等が発見された

場合には、各高専等への照会を行い、再度、距離を算定する。 

ⅳ 上記算定結果に基づく手当額の算定 

ⅱの距離に基づき手当額を算定する。 

ⅴ 単身赴任手当額算定結果についての各高専等への連絡 

ⅳで算定された結果について、機構への納品前に各高専等へ単身赴任手当

額算定結果の通知を行う。 

ⅵ 単身赴任手当額算定結果についての各高専等からの照会対応 

ⅴの通知後以降に、各高専等から算定結果について照会があった場合、照

会内容についての事実確認を行うとともに、各高専等への回答等、必要な

対応を行う。 

ⅶ 単身赴任手当支給台帳の作成 

ⅳで算定された結果に基づいて、高専等毎に単身赴任手当支給台帳を作成

する。 

ⅷ 単身赴任手当支給データの作成 
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ⅳで算定された結果に基づいて、人事給与システムへの接続を行なうため

のデータを作成する。 

ⅸ 単身赴任届への単身赴任手当額算定結果の記載 

届出された単身赴任届へ単身赴任手当額算定結果を記載する。 

ⅹ 単身赴任手当支給台帳及び単身赴任手当支給データ等の機構への提出 

ⅶ、ⅷ、ⅸで作成された単身赴任手当支給台帳、単身赴任手当支給データ

及び単身赴任届について、定められた納期限までに機構へ提出する。 

 (c) 照会内容実績（H22 年） 

○添付資料との住所相違・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５件 

 

５ 予定数量 

(1) 機構における全教職員等数は約８，０００名とし、 

① 通勤経路確定及び通勤手当算定業務は、１年度内に約１，８００名についての業務が

発生するものと想定する。 

② 広域異動手当算定業務は、１年度内に約１５０名についての業務が発生するものと想

定する。   

③ 単身赴任手当算定業務は、１年度内に約１００名についての業務が発生するものと想

定する。 

(2)対象となる機関数 

高等専門学校：全国５１校 

機構本部：１ヶ所 

 

６ 業務の実施に当たっての留意事項 

  本契約の履行に当たっては、次の事項に留意し、業務の円滑な処理のため万全を期すること。 

 (1) 業務実施に関する件 

平成２３年１１月３０日までに本件業務を実施するために、次の事項について対応が可能   

であること。 

① 本件業務の実施にあたり必要なＯＡ機器及びソフトウェア等の扱い 

本件業務を実施するために必要なＯＡ機器及びソフトウェア等については、全て受注者

が導入するものとし、契約締結後速やかに導入計画（様式適宜）を作成して機構の承認を

得ること。 なお、ＯＡ機器については、本件業務実施のための専用とし、外部端末等との

接続についても不可とすること。 

その他本件に必要な経費をすべて受注者が負担すること。 

② 業務手順書の作成・改定 

本件業務の遂行に当たりその業務の手順書を作成し、契約日以後１ヶ月以内に機構の承

認を得ること。 

③ テスト稼動期間 

機構が提供するテストデータを用いて正しく納品物が作成されるかをテストし、契約日

以後１ヶ月以内にテスト結果について機構の承認を得ること。 
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 (2) 業務手順書の改定 

    受注者は、本件業務の遂行に当たり、６-(1)-②で作成した業務手順書について、機構教

職員給与規則等の変更及びその他の理由により見直し・変更の必要性が発生した場合には、

速やかに業務手順書を改定し、機構へ提出すること。 

(3)  業務予定表の作成 

受注者は、機構と協議の上、毎月２５日までに翌月、翌々月の「業務予定表」（様式適宜）

を作成し、機構へ提出すること。 

(4)  業務の品質管理等 

  受注者は、作業実施者が作成した帳票・データ類について、確認及び検査を行うとともに、

必要に応じて作業実施者に対する研修を行い、その実施状況を機構に報告すること。 

   また、受注者は、機構から、作業の進捗その他作業内容についての問い合わせを受けたと

きは、速やかにその状況を報告すること。 

(5) 業務の改善 

  受注者は機構から作業内容、作業の進捗状況及びその他の状況について、改善の指示を受

けたときは、改善を実施し、その方策について機構に報告書を提出すること。 

(6)  機構教職員給与規則等の改正に伴う対応 

機構教職員給与規則等が改正された場合に、適宜、迅速な対応を行うこと。 

(7) 損害賠償責任  

  受注者の故意または過失により、機構に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければ

ならない。 

(8)  セキュリティ規定の遵守等 

セキュリティ確保のため、以下の項目基準を満たす体制を整えること。 

     ① 個人情報、機密情報の取扱基準 

(a) 受注者は、個人情報に関する管理者並びに本作業者を置き名簿を備え、責任区

分を明確にすること。 

(b) 受注者は、機構から提供するデータに関して、受注者の専用機器に保管し、管

理責任者を定めて管理すること。 

(C) 受注者は、機構の個人情報を、端末ログイン管理、鍵付き書庫への保管・入退

室管理等により適切に管理すること。 

② 個人情報、機密情報漏洩対策基準 

受注者は、機構と受注者間でやり取りされる各種電子ファイルについて、暗号

化・パスワード設定等のセキュリティ対策を施す仕組みを構築すること。 

③ その他 

その他、機構における個人情報取扱業務契約遵守事項を遵守すること。 

(9)  情報の漏洩、改ざん、滅失等 

本件業務において取り扱う情報の漏洩、改ざん、滅失等の発生を防止する観点から、情報

の適正な保護・管理対策を実施すること。 

なお、万一、情報の漏洩、改ざん、滅失等が発生した場合は、機構に対して速やかに報告

するとともに、その後の対応について機構の指示に従うこと。漏洩、改ざん、滅失等により
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機構及び機構教職員に金銭的な損失が生じた場合は、受注者側が負担すること。 

 

７ 費用の負担区分 

一切の費用は受注者側が負担する。 

 

８ 業務の完了 

  機構は「業務報告書」（別紙様式１）に基づき、当該月分の本件業務に対する検査を行い、当

該検査に合格した場合に、当該月分の本件業務が完了したものとする。 

 

９ 再委託などの禁止 
受注者は、本件業務を自ら履行するものとし、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、 

又は請け負わせてはならない。 
      
10 監督及び検査 

機構は、業務内容について指導監督を行う。また、業務場所へ臨場し、監督又は検査するこ

とができることとする。 

 

11  事故又は災害等 

  事故又は災害等により、受託業務に支障を来たしたときは、ただちに機構に報告し、その指 

 示に従うこと。 

 

12  納品物 

  (1)  納品物 

  納品物は、次に定めるとおりとする。 

  ① 通勤経路確定及び通勤手当算定業務 

(a)通勤手当支給台帳（帳票：PDF ファイル及び Excel ファイル） 

(b)通勤手当支給データ（ＣＳＶファイル） 

(c)通勤届原本（算定結果が記載されていること） 

(d)通勤手当支給額２分の１変更対象者リスト（ＣＳＶファイル及び Excel ファイル） 

(e)自動車等を使用した際の算定経路図 

(f)算定内訳書 

②  広域異動手当算定業務 

(a)広域異動手当支給台帳（帳票：PDF ファイル及び Excel ファイル） 

(b)広域異動手当支給調書原本（算定結果及び算定ために必要な距離が記載されてい

ること）  

③  単身赴任手当算定業務 

   (a)単身赴任手当支給台帳（帳票：PDF ファイル及び Excel ファイル） 

   (b)単身赴任手当支給データ（ＣＳＶファイル） 

 (c)単身赴任届原本（算定結果及び算定のために必要な距離が記載されていること） 
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 なお、支給台帳（通勤手当、広域異動手当、単身赴任手当）、通勤手当支給額２分の１変

更対象者リスト、自動車等を使用した際の算定経路図については、受注者が適宜作成を行い、

平成２３年１１月３０日までに機構の承認を得た内容とする。また、支給データ（ＣＳＶフ

ァイルのデータ形式：通勤手当、単身赴任手当）については、受注者へ別に通知する、人事

給与システムへの接続のためのレイアウトとする。 

(2)  納品方法 

受注者は、納品物を電子ファイルにて提供すること。 

  (3)  提出期限 

   受注者は、原則として毎月第 1業務日までに納品物を機構に提出すること。 

 

13  その他 

    本仕様書に定めのない事項、又は疑義のある事項については、機構と受注者が協議の上、決

定するものとする。 

 



通　　　勤　　　届  
国立高等専門学校機構理事長 　殿

氏名 印 住所

　通勤の実情を下記のとおり届け出ます。

該当する□にレ印を付する。

□　採用又は異動等に伴うもの（採用又は異動日：平成　　年　　月　　日） □　通勤経路の変更又は方法の変更（変更日：平成　　年　　月　　日）
□　転居に伴うもの　（転居日：平成　　年　　月　　日【□転居日に転居後の住所から出勤した】） □　運賃等の負担額の変更（変更日：平成　　年　　月　　日）

1箇月当たりの

順路 通勤方法の別 備考 回数券その他 定期券 運賃等相当額

1
改正

2

改正

3

改正

4

改正

5

改正

6

改正

合計

２．学割定期または優待乗車券等を使用している場合には、「備考」欄にその旨記載すること。 円
３．往路と復路が異なる場合は、備考欄にその旨と理由を記入すること。 （改正） 円

認定区間（届出と 券種及び 1箇月当たりの

事実発生日　　：平成　　　年　　　月　　　日 異なる場合記入） 特別料金 回数券その他 定期券 運賃等相当額

認　 定　 日　　：平成　　　年　　　月　　　日 1
改正

2
改正

※非常勤給与規則第6条1項各号該当の場合

事由発生月 対象交通機関 手数料等 取扱者印

ETC　□有 □無 自動車種別  □普通 □軽

□常勤　□再雇用　□有期雇用　□非常勤

週の通勤所要回数

有料道路使用の場合

職員区分

（支給月及び支給額・備考）

返納事由 払戻額 返納額

受　 理 　日　　：平成　　　年　　　月　　　日

個人番号

支給月

月の通勤所要回数

新
幹
線
鉄
道
等
利
用
者

順路
特別料金等２分の１相当額

支給始期 取扱者

１．「通勤方法の別」欄には通勤の順路に従い徒歩、自動車、自動車（有料道路）、○○電車、○○バス等の別を記入する。

自動車等の額 使用距離         .         ｋｍ

6 から （　　　　　　　経由） まで

5 から （　　　　　　　経由） まで

4 から （　　　　　　　経由） まで

まで

3 から （　　　　　　　経由） まで

（　　　　　　　経由） まで

2 から （　　　　　　　経由）

支給始期 取扱者 支給月

通
勤
方
法

区　　　　間 異なる場合記入）

1 から

届
出
の
理
由 □　その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事由発生日：平成　　年　　月　　日）

順路
認定区間（届出と

券種又は距離
運賃等相当額

（太枠の中を記入してください）

平成　　年　　月　　　日提出

勤務箇所名



　　国立高等専門学校機構理事長　殿

1　異動直前の居住状況等

2　現在の居住状況等

□同じ。

異動直前の本人の住居と

受　理　日：平成　　年　　月　　日

事実発生日：平成　　年　　月　　日

認　定　日：平成　　年　　月　　日

（加算額　　　　　　円）

(太枠の中を記入して下さい）

配偶者等との別居の状況等を下記のとおり届け出ます。　　　　　　　　　　　　（住民票等　　　通添付）

　　　　　　     　　  　印 勤務箇所名

入居年月日 　年　月　日

氏　　名

配　　偶　　者
と別居した事情

個人番号

本人の住居に
おける同居者 □その他（続柄　　　） □その他（続柄　　　） □その他（続柄　　　） □その他（続柄　　　）

□子（生年月日　　　　　　　）□子（生年月日　　　　　　　）□子（生年月日　　　　　　　）

□1新規 □2新規（異動元で単身赴任手当支給有）□3転居（□本人　□配偶者）□4その他（　　　　　　　）

　　年　　月　　日

本人の住居

平成　　年　　月　　日提出

異動直前の住居から勤務箇所までの通勤経路及び方法 ２枚目の（1）に記入

２枚目の（2）に記入

２枚目の（3）に記入

認　　定

配偶者の住居から勤務箇所までの通勤経路及び方法

配偶者の住居から本人の住居までの交通経路及び方法

配偶者の住居

　　年　　月　　日

同居者
□配偶者　□子（生年月日　　　　　　　　）　　□子（生年月日　　　　　　　　）

　　　　　□子（生年月日　　　　　　　　）　　□子（生年月日　　　　　　　　）

配偶者と別居した年月日

単　身　赴　任　届

上記事実の発生年月日　　　　　　　年　　月　　日

異動の発令年月日

本人の住居

単身赴任手当の月額

　　　　　　　　　　円

支給の始期（終期）等

平成　　年　　月分
から・まで

□異なる。（住所：　　　　　　　　　　　　入居年月日　　　　　）

届出の理由



（1）異動直前の住居から勤務箇所までの通勤経路及び方法

順路 順路

1 1 ㎞

2 2 ㎞

3 3 ㎞

4 4 ㎞

5 5 ㎞

6 ㎞

（2）配偶者の住居から勤務箇所までの通勤経路及び方法

順路 順路

1 1 ㎞

2 2 ㎞

3 3 ㎞

4 4 ㎞

5 5 ㎞

6 ㎞

（3）配偶者の住居から本人の住居までの交通経路及び方法

順路 順路

1 1 ㎞

2 2 ㎞

3 3 ㎞

4 4 ㎞

5 5 ㎞

6 ㎞

区　　　間

　　から（　　　　）　　　まで 　　から（　　　　）　　　まで

　　から（　　　　）　　　まで 計

　　から（　　　　）　　　まで

経路略図（経路朱線）

区　　　間

区　　　間

区　　　間

区　　　間

区　　　間

　　から（　　　　）　　　まで 　　から（　　　　）　　　まで

　　から（　　　　）　　　まで

住居から（　　経由）　　　まで 住居から（　　経由）　　　まで

　　から（　　　　）　　　まで 　　から（　　　　）　　　まで

経路略図（経路朱線）

計

計

通勤方法の別 通勤方法の別 距　離

　　から（　　　　）　　　まで 　　から（　　　　）　　　まで

住居から（　　経由）　　　まで

　　から（　　　　）　　　まで

　　から（　　　　）　　　まで 　　から（　　　　）　　　まで

　　から（　　　　）　　　まで 　　から（　　　　）　　　まで

経路略図（経路朱線）

通勤方法の別

　　から（　　　　）　　　まで 　　から（　　　　）　　　まで

住居から（　　経由）　　　まで

通勤方法の別 距　離

　　から（　　　　）　　　まで

　　から（　　　　）　　　まで

　　から（　　　　）　　　まで

　　から（　　　　）　　　まで .

.

距　離

　　から（　　　　）　　　まで

　　から（　　　　）　　　まで

　　から（　　　　）　　　まで

.

.

.

.

　　から（　　　　）　　　まで

　　から（　　　　）　　　まで

住居から（　　経由）　　　まで 住居から（　　経由）　　　まで

通勤方法の別通勤方法の別

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



現勤務箇所名

（1）前勤務先から勤務箇所までの経路

1

2

3

4

5

6

（2）前住所から勤務箇所までの経路

1

2

3

4

5

6

（3）広域異動手当支給割合

　　　　　　　から（　　　経由）　　　　　　　　まで

㎞

㎞

㎞

㎞

　　　　　　　から（　　　　　　）　　　　　　　　まで

地域手当異動保障 　　年　　月　　日　～　　年　　月　　日　　％　・　　年　　月　　日　～　　年　　月　　日　　　％　

現勤務箇所

前勤務先

広 域 異 動 手 当 支 給 調 書 

支給開始年月日

㎞

　　　　　　　から（　　　　　　）　　　　　　　　まで

備　　考支給終了年月日 支給割合

㎞

　　　　　　　から（　　　　　　）　　　　　　　　まで ㎞

　　　　　　　から（　　　　　　）　　　　　　　　まで ㎞

　　　　　　　から（　　　　　　）　　　　　　　　まで

　　　　　　　から（　　　　　　）　　　　　　　　まで

　　　　　　　から（　　　　　　）　　　　　　　　まで ㎞

交通方法の別 区　　　　間 距　離

　　　　　　　から（　　　経由）　　　　　　　　まで

前勤務箇所名称

前住居住所

㎞

　　　　　　　から（　　　　　　）　　　　　　　　まで

　　　　　　　から（　　　　　　）　　　　　　　　まで

個人番号

交通方法の別 区　　　　間 距　離

㎞

氏　　名

異動年月日

前勤務箇所所在地

㎞

㎞

㎞

　　　　　　　から（　　　　　　）　　　　　　　　まで



平成 年 月 日

独立行政法人国立高等専門学校機構 様

東京都○○区××１２３－４

株 ＡＢＣＤ 印( )

「諸手当算定業務委託」実施報告書

【平成 年 月分】

諸手当算定業務委託作業の実施状況について、別紙「算定対象者数一覧表」及

び下記の「業務実施対象件数等一覧表」のとおり報告します。

記

業務実施対象件数等一覧表

業務実施対象期間 平成 年 月 日～ 平成 年 月 日

項番 業 務 名 単価 単位 数量 小計 備 考

１ 通勤手当算定業務

２ 広域異動手当算定業務

３ 単身赴任手当算定業務

－ －

総合計

※上記の金額については、消費税及び地方消費税を除いた額。

《確認欄》

平成 年 月 日

独立行政法人国立高等専門学校機構

印



平成22年度 諸手当算定件数（月別）

通勤 広域異動 単身赴任 合計 占有率（％）

H22.04 613 110 47 770 40.3

H22.05 152 3 6 161 8.4

H22.06 81 3 1 85 4.4

H22.07 116 7 8 131 6.9

H22.08 187 0 0 187 9.8

H22.09 104 2 0 106 5.5

H22.10 113 9 4 126 6.6

H22.11 76 2 2 80 4.2

H22.12 56 1 1 58 3.0

H23.01 72 0 0 72 3.8

H23.02 59 0 0 59 3.1

H23.03 75 1 1 77 4.0

年間算定件数 1,704 138 70 1,912
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